
Instagram

「基本事業」、「病児・病後児保育事業」、「産前・産後サポート事業」のご利用は、事前に会員登録が必要です。ただし、「産前・産
後サポート事業」のご利用は、まず子育て世代包括支援センター（☎65－1111）にご相談ください。
ファミリー・サポート・センターでは、平日午前 9時 30分から登録受け付けをしています。登録時に利用方法などの説明をします。

※詳しくは、ファミリー・サポート・センターへお問い合わせください。

基本事業 保育所の送迎、保護者外出時の預かりなど　曜日や時間、援助内容に合う協力会員が援助を行います。

会員登録
出張所

月～金曜日　8：30～ 17：00

4月 16日（火）10：00～ 11：30
5月 7日（火）10：00～ 11：30

ところ／弥生子育て支援センター
ところ／東部子育て支援センター

専用施設　キッズケアルーム「えがお」でお預かりします。( 看護師常駐 )
育児支援・家事支援を行います。※1回につき 2時間まで。月～金曜日　9：00～ 17：00

病児・病後児保育事業
産前・産後サポート事業

休業日  日曜日、祝日（土曜日は電話受け付けのみ）☎58－3352

ファミリー・サポート・センター

子育てに困っていること、悩んでいることありませんか？子育ての喜びや悩みを分かち合い、一緒に子育てしましょう！
★各支援センター共通　　開館時間　8：30 ～ 17：15　　休館日　土・日曜日、祝日

ひので子育て支援センター
☎66 ー 0008
弥生子育て支援センター
☎65 ー 8211
東部子育て支援センター
☎52 ー 4612

電話相談 9：00～16：30
面接相談 13：00～16：30
訪問相談 13：00～15：30（要予約）
臨床心理士の個別相談（要予約）

なかよしひろば、年齢にあわせて、 わくわくベ
ビー、キッズ、チャイルド、フレンズ、マタニ
ティーを行っています。
※「わくわくだより」・ホームページを通して
情報と日程をお知らせしています。

相談日　月～金曜日 行　　事

※詳しくは、各子育て支援センターにお問い合わせください。

“みんなで子育て”応援します！子育て支援センター

利用会員 と 協力会員 が   助け合う組織 です

※お話しタイムはさくら・大藤・栄南は（月曜日）、白鳥・東部は（木曜日）、弥生は（土曜日）に行います。
※定員がある行事で、市外の方が参加を希望される場合は、各児童館にお問い合わせください。
※★マークのある行事は申し込みが必要です。

さくら児童館
☎65－6191

白鳥児童館
☎66－1036

栄南児童館
☎68－6266

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

4月27日（土）
14:00～16:00

4月27日（土）
10:30～11:00

4月13日（土）
14：00～16：00

4月17日（水）
16：00～17:00

4月20日（土）
14：00～16：00

4月13日（土）
10:30～
定員15人

4月6日（土）
14:00～
定員15人

5月1日（水）～
11日（土）
定員15人

4月6日（土）
14：00～
定員15人
4月27日（土）
5月11日（土）
13：30～
定員14人

親子でヨガ

5月7日（火）～
11日（土）
先着２０人

4月6日（土）
10：30～
定員なし

4月13日（土）
14:00～
定員なし

4月6日（土）
14：00～
定員15人

5月1日（水）～
11日（土）
定員15人

4月13日（土）
14：00～16：00

4月20日（土）
14：00～16：00

★卓球をしよう
（小学生対象）

★将棋をしよう
( 小学生対象 )

★新一年生を
迎える会

( 小学生対象 )

★母の日の
プレゼント作り
( 小学生対象 )

★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 18:00  　休 館  日　日曜日・祝日　

児童館だより ４月1日～5月10日

★じどうかんであそぼう
（1歳児以上～未就学児対象）
※行事によっては対象年齢が
変わりますので、各児童館に
お問い合わせください。
月1回土曜日

10：30～ 11：00

子育てで困ったときに近所同士でお互いの家族を助け合っていた「昔ながらの助け合い」を組織
化し、支援を受けたい人(利用会員)と支援できる人 (協力会員) をつないで子育てを応援する仕組
みがファミリー・サポート・センターです。

1,200円（1時間あたり）/ 平日8：30～17：00
※ただし、利用料1日の上限は3,600円(差額は市が負担)

800円（1時間あたり）/ 平日9：00～17：00
※1日1回2時間まで

700円（1時間あたり）/ 平日7：00～19：00
※上記以外の時間や土・日曜日、祝日などは料金が異なります。

ひとり親家庭および多胎児家庭の仕事と育児の両立や子育ての負担軽減を目的に、ファミリー・
サポート・センターの利用料を補助するものです。ただし、交通費、食事代、おやつ代、おむつ代など
の実費負担料およびキャンセル料は補助対象外です。また、病児・病後児保育事業は含みません。

ファミリー・サポート・センターの会員登録をされていない方は、援助活動を利用できませんの
で、まず会員登録を行ってください。

4月から対象拡大！
ファミリー・サポート・センター利用料助成金のご案内　

ファミリー・サポート・センターとは

ファミリー・サポート・センター利用料助成金とは

対象者

助成金を受けるためには

利用料金

弥富市に居住するファミリー・サポート・センターの利用会員または産前・産後利用会員である
こと。

保育施設への
送迎や預かりなど

基本事業
子どもが病気のときの

預かり

病児・病後児保育事業
産前・産後の家事支援と

育児支援

産前・産後サポート事業

基本事業

産前・産後サポート事業

病児・病後児保育事業

・「弥富市ファミリー・サポート・センター利用料助成事業利用申請書」を市役所児童課に提出
してください。申請した月の初日と対象世帯となった日のいずれか遅い日以降の利用分が
補助対象となります。
・利用後の翌月末までに、利用料助成金交付請求書を市役所児童課へ提出してください。
　※申請書の様式は、市ホームページからダウンロードできます。

　
市役所児童課  ☎65－1111(内線154)助成金に関して

ファミリー・サポート・センターの登録・利用に関して ファミリー・サポート・センター  ☎58－3352(直通)

協力会員に支払った報酬(利用料)の1/2　 (上限　月1万円)助成額

❶ひとり親家庭：児童扶養手当を受給されている方
❷多胎児家庭：双子以上の多胎児童(未就学児まで)を扶養する家庭
　　　　　　 →多胎児以外の子が利用する場合も補助の対象となります。

持ち物／母子手帳
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